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太
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事
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撰
録

i
l

阿
久
沢

武

史

『
古
事
記
』
の
撰
録
者
太
安
高
侶
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
型
に
は
ま
っ
た
一
元
的
な
人
物
論
が
主
流
だ
っ
た
。
日
く
、
知
識
人
、
文
人

学
者
で
あ
る
。
む
ろ
ん
彼
の
手
に
な
る
序
文
が
、
あ
ま
た
の
漢
籍
に
拠
り
つ
つ
技
巧
的
で
華
麗
な
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は

漢
字
の
音
と
訓
を
合
わ
せ
用
い
た
厳
密
な
表
記
で
、
本
文
が
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
彼
が
教
養
に
あ
ふ
れ
た
当
代

一
流
の
知
識
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
疑
う
余
地
が
な
い
。

し
か
し
、
知
識
人
、
あ
る
い
は
学
者
で
あ
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
『
古
事
記
』
の
撰
録
者
が
安
寓
侶
な
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す

る
、
完
全
な
解
答
に
は
な
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
宮
廷
に
は
、
文
字
に
精
通
し
た
多
く
の
学
者
が
い
た
は
ず
で
、
そ

の
中
で
な
ぜ
「
太
氏
」
の
安
寓
侶
に
撰
録
の
命
が
下
っ
た
の
か
。

『
古
事
記
』
と
い
う
書
物
の
性
質
に
絡
め
て
、

て
み
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
私
は
、
安
寓
侶
そ
の
人
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
前
に
、

こ
こ
で
敢
え
て
問
い
直
し

う
ぢ

ま
ず
彼
の
属
す
「
太
朝
臣
」
と
い
う
「
氏
」
の
問
題
を

論
の
主
軸
に
据
え
て
み
る
。
安
寓
侶
の
生
き
た
時
代
は
、
律
令
体
制
の
始
動
期
で
あ
っ
た
。
宮
廷
に
仕
え
る
氏
族
は
か
つ
て
の
よ
う
に
、
先
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祖
伝
来
の
職
掌
を
継
ぎ
な
が
ら
奉
仕
す
る
と
い
っ
た
面
は
薄
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
時
代
は
ま
だ
奈
良
朝
の

ご
く
初
期
で
、
古
代
氏
族
の
一
員
と
し
て
宮
廷
に
仕
え
た
『
古
事
記
』
編
纂
者
安
寓
侶
に
つ
い
て
、
彼
個
人
の
資
質
以
前
に
、
そ
の
「
家
」

の
特
性
も
視
野
に
お
さ
め
て
お
く
必
要
が
十
分
あ
る
だ
ろ
う
。
本
論
で
目
指
す
の
は
要
す
る
に
「
安
高
侶
論
」
だ
が
、
そ
れ
を
「
個
人
」
で

は
な
く
「
家
」
の
側
、

い
わ
ば
「
個
」
を
離
れ
た
「
集
団
」
的
見
地
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

一
、
『
古
事
記
』

の
歌
謡

『
古
事
記
』
の
、
『
日
本
紀
』
に
対
す
る
特
徴
の
一
つ
に
、
歌
謡
の
扱
い
方
が
あ
る
。
土
橋
寛
氏
校
注
の
古
典
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』
は
、

『
古
事
記
』
歌
謡
を
一
一
一
一
首
、
『
日
本
紀
』
歌
謡
を
一
二
八
首
と
し
て
い
る
。

歌
謡
の
数
え
方
に
は
、

研
究
者
の
間
で
多
少
の
異
同
が
あ

る
も
の
の
、

全
三
十
巻
に
及
ぶ
『
日
本
紀
』
の
分
量
に
比
し
て
僅
か
三
巻
の
『
古
事
記
』
に
、

『
日
本
紀
』
と
ほ
ぼ
同
数
の
歌
謡
が
採
録
さ

れ
て
い
る
事
実
は
、
そ
の
ま
ま
『
古
事
記
』
に
お
け
る
歌
謡
の
占
め
る
比
重
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
も
『
古
事
記
』
に
は
、
歌
曲

名
の
付
さ
れ
た
歌
謡
が
き
わ
め
て
多
く
、
そ
れ
ら
は
大
き
く
「
歌
」
と
「
振
」
に
分
類
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

・
思
国
歌
、
酒
楽
之
歌
、
志
良
宜
歌
、
読
歌
、
志
都
歌
、
天
語
歌
、
宇
岐
歌
、
片
歌
、
志
都
歌
之
歌
返
、
本
岐
歌
之
片
歌

・
夷
振
、
宮
人
振
、
天
田
振
、
夷
振
之
上
歌
、
夷
振
之
片
歌

の
十
五
種
で
、
他
に
ヤ
チ
ホ
コ
ノ
神
と
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
・
ス
セ
リ
ヒ
メ
と
の
唱
和
「
神
一
詰
」
を
含
め
れ
ば
十
六
種
に
及
ぶ
。

一
方
の
『
日
本

紀
』
に
は
、

夷
曲
、
挙
歌
、
来
目
歌
、
思
邦
歌

の
僅
か
四
種
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

歌
謡
の
比
重
、

歌
曲
名
の
有
無
と
い
う
点
で
、
『
古
事
記
』
は
明
ら
か
に
独
自
の
方
向
性
を
内
に

-303ーく138)



含
ん
で
い
る
。

安
寓
侶
が
『
古
事
記
』
編
纂
に
使
用
し
た
原
資
料
に
、
幾
つ
か
の
成
書
化
さ
れ
た
文
献
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
に
よ

っ
て
様
々
な
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
に
「
歌
謡
資
料
」
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。

『
古
事
記
』
歌
謡
に

見
ら
れ
る
地
の
文
と
異
な
る
独
自
の
用
字
の
多
さ
は
、
歌
謡
資
料
を
考
え
る
有
力
な
根
拠
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
そ
れ
は
、

一
字
一
音
表

記
の
歌
謡
資
料
を
、
安
寓
侶
が
手
を
加
え
ず
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
こ
と
を
も
思
わ
せ
る
。
筆
録
の
過
程
で
、
歌
謡
と
地
の
文
の
用
字
を
わ
ざ

わ
ざ
変
え
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
歌
謡
資
料
が
た
だ
の
一
種
類
で
あ
っ
た
な
ど
と
即
断
は
で
き
な
い
。
歌
謡

に
も
諸
相
あ
っ
て
、
宮
廷
で
公
的
に
収
集
し
た
も
の
、
氏
族
伝
承
と
と
も
に
説
話
文
脈
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
履
歴
は

ま
ち
ま
ち
だ
ろ
う
か
ら
、
『
古
事
記
』
歌
謡
の
性
質
を
一
律
に
把
握
す
る
の
は
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、

少
な
く
と
も
歌
曲
名

が
付
さ
れ
た
も
の
は
、
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
を
は
じ
め
と
す
る
宮
廷
儀
礼
、
節
会
な
ど
の
機
会
に
、
専
門
の
芸
能
集
団
に
よ
っ
て
実
際
に
奏
さ

れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
歌
謡
を
集
め
た
宮
廷
大
歌
の
集
も
、
複
数
の
歌
謡
資
料
の
一
つ
と
し
て
、
安
寓
侶
の
手
元
に
置
か
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

『
古
事
記
』
に
お
け
る
歌
曲
名
の
注
記
の
仕
方
は
、
大
き
く
次
の
三
つ
の
基
準
に
整
理
で
き
る
。

A
此
者
円
U
也
。
｜
｜
八
例
。

片
歌
合
一
二
〉
／
酒
楽
之
歌
（
三
九
・
四

O
〉
／
本
岐
歌
之
片
歌
（
七
一
二
）
／
志
都
歌
之
歌
返
（
七
四
〉
／
志
良
宜
歌
（
七
八
〉
／

夷
振
之
上
歌
（
七
九
・
八

O
〉
／
宇
岐
歌
（
一

O
一
ニ
）
／
志
都
歌
（
一

O
四）

B
此
歌
者
円
U
也。

l
l四
例
。

夷
振
ハ
六
）
／
思
国
歌
合
一

0
・
三
一
〉
／
宮
人
振
（
入
一
一
）
／
夷
振
之
片
下
（
八
六
）

(137) -304-



C
比
八
数
〉
歌
（
者
）
円
U
也
。
｜
｜
五
例
。

士
心
都
歌
之
歌
返
（
五
七
・
五
八
・
五
九
・
六

0
・
六
一
・
六
一
二
）
／
天
田
振
（
八
三
・
八
四
・
八
五
）
／
読
歌
（
八
九
・
九
O
〉
／

志
都
歌
（
九
二
・
九
三
・
九
四
・
九
五
）
／
天
語
歌

C
O
O
－一

O
一
・
一

O
二〉

歌
曲
が
複
数
に
及
ぶ
場
合
に
は
、
そ
の
数
も
記
載
さ
れ
て
い
る
（

C
Y
た
だ
し
、
「
酒
楽
之
歌
」
「
夷
振
之
上
歌
」
「
思
国
歌
」
の
よ
う
に
例

外
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
組
み
歌
と
し
て
周
知
で
あ
っ
た
か
ら
、
数
の
記
載
を
省
略
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
右
の

A
B

C
は
、
若
干
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
同
種
の
記
述
形
態
と
言
え
る
。

一
方
の
『
日
本
紀
』
は
、

1
此
両
首
歌
辞
、
今
号
一
一
夷
曲
↓
（
二
・
三
〉

2
九
此
贈
答
二
首
、
号
日
一
一
挙
歌
ベ
（
五
・
六
）

3
是
謂
ニ
来
日
歌
↓
／
凡
諸
御
一
謡
、
皆
謂
一
一
来
日
歌
↓
此
的
一
一
取
歌
者
一
而
名
之
也
。
（
七
・
八
・
九
・
一

0
・
一
一
・
一
二
・
一
一
一
了
一
四
〉

4
是
謂
一
一
思
邦
歌
一
也
。
つ
二
・
二
二
・
二
一
二
）

と
い
う
よ
う
に
、

一
定
の
基
準
が
見
い
だ
し
に
く
く
、
『
古
事
記
』
と
対
照
的
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
の
こ
う
し
た
注
記
の
方
針
が
、
原
資
料
か
ら
の
そ
の
ま
ま
の
引
用
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
安
高
侶
自
身
の
あ
る
意
図
に

も
と
づ
く
記
述
で
あ
っ
た
の
か
、
判
断
す
る
に
は
注
意
を
要
す
る
。
し
か
し
例
え
ば
『
琴
歌
譜
』
の
よ
う
に
、
歌
曲
名
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ

の
次
に
歌
詞
が
記
載
さ
れ
て
い
る
形
態
を
原
資
料
に
想
定
す
れ
ば
、
『
古
事
記
』
の
注
記
は
、

歌
謡
を
説
話
文
脈
に
組
み
入
れ
た
際
の
、

る
意
図
に
も
と
づ
く
安
寓
侶
自
身
の
筆
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
歌
謡
を
含
ん
だ
一
連
の
説
話
文
脈
の
中

で
、
歌
曲
名
の
注
記
な
ど
は
、
本
来
何
の
意
味
も
な
い
は
ず
の
も
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
敢
え
て
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
統
一
さ

れ
た
記
述
方
針
の
も
と
、
記
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
『
古
事
記
』
と
い
う
書
一
物
に
「
宮
廷
歌
謡
の
台
本
」
（
「
芸
能
の
台
本
」
）
と
し
て

-305ー
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の
性
格
も
潜
ん
で
い
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
が
、

よ
し
言
い
過
ぎ
だ
と
し
て
も
、
歌
謡
も
広
く
儀
礼
に
密
着
し
た
口
論
詞
章
の
一

類
と
し
て
、
歌
曲
名
ま
で
含
め
た
正
確
な
記
述
を
要
請
す
る
あ
る
種
の
制
約
が
、
そ
こ
に
介
在
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
も
ち

ろ
ん
『
日
本
紀
』
も
、
そ
の
原
資
料
に
「
歌
謡
資
料
」
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
『
古
事
記
』
と
の
重
複
歌
謡
の
仮
名
表
記
の
相
違

や
歌
詞
の
異
同
を
鑑
み
て
も
、

た
だ
ち
に
同
一
の
書
物
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
歌
曲
名
が
付
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
歌

謡
集
を
参
照
し
な
が
ら
、
『
日
本
紀
』
が
そ
の
注
記
を
極
力
控
え
た
の
は
、

歌
曲
名
の
注
記
は
不
要

正
史
の
編
纂
と
い
う
方
向
性
の
中
で
、

伝
承
の
背
後
に
あ
る
歴
史
を
書
き
留
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
対

（

5
）
 

す
る
『
古
事
記
』
は
、
早
く
折
口
信
夫
が
提
示
し
た
「
伝
承
詞
章
の
台
本
」
と
い
う
性
格
の
中
に
、
歌
謡
の
記
載
も
位
置
付
け
る
べ
き
で
あ

の
も
の
と
見
倣
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
日
本
紀
』
は
結
局
、

ろ
う
。
「
記
紀
」
と
ひ
と
ま
と
め
に
総
称
し
て
も
、
内
に
苧
ん
だ
方
向
性
が
全
く
違
う
こ
と
は
、
厳
に
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

問
題
な
の
は
、
こ
う
し
た
特
徴
を
も
っ
『
古
事
記
』
に
、
安
寓
侶
が
関
与
し
て
い
た
意
味
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一’ーー・、
芸
能
の
家

『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
安
寓
侶
関
連
記
事
は
、
僅
か
に
次
の
五
例
を
拾
う
の
み
で
あ
る
。

①
慶
雲
元
年
（
七

O
四
〉
正
月
七
日
／
正
六
位
下
か
ら
従
五
位
下
に
昇
叙
。

②
和
銅
四
年
（
七
一
一
〉
四
月
七
日
／
正
五
位
下
か
ら
正
五
位
上
に
昇
叙
。

③
和
銅
八
年
（
七
一
五
）
正
月
十
日
／
正
五
位
上
か
ら
従
四
位
下
に
昇
叙
。

③
霊
亀
二
年
（
七
二
ハ
）
九
月
二
十
三
日
／
氏
長
を
拝
命
。

⑤
養
老
七
年
（
七
二
三
〉
七
月
七
日
、
卒
。
「
民
部
卿
従
四
位
下
太
朝
臣
安
麻
呂
卒
」

(135〕！-306ー



安
寓
侶
の
年
齢
考
証
は
、
資
料
が
少
な
い
た
め
き
わ
め
て
難
し
い
。
む
ろ
ん
出
生
が
何
時
か
も
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
位
階
が
上
が
っ
て

も
、
官
職
名
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

唯
一
認
め
ら
れ
る
「
民
部
卿
」
就
任
の
時
日
も
不
明
で
あ
る
。

」
う
し
た
こ
と
が
、
『
古
事
記
』
の
編

纂
者
と
し
て
、
今
日
あ
ま
り
に
も
有
名
な
太
安
寓
侶
と
い
う
人
物
の
伝
記
を
、
深
い
霧
の
中
に
包
み
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

六
国
史
に
見
え
る
太
（
多
）
氏
は
、
安
高
侶
の
他
、
十
三
名
に
及
ぶ
。
そ
の
位
階
を
ひ
と
わ
た
り
見
渡
す
と
、
皆
お
お
よ
そ
従
五
位
程

度
、
最
高
で
も
多
朝
臣
入
鹿
が
安
寓
侶
と
同
じ
従
四
位
下
で
（
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
（
八
一

O
〉
九
月
十
日
条
）
、
総
じ
て
中
級
官
人
と

し
て
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。
安
高
侶
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
弘
仁
三
年
（
八
一
二
〉
六
月
二
日
に
日
本
紀
の
執
講
に
な
っ
た
多
朝

巨
人
長
で
（
『
日
本
後
紀
』
）
、

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
事
績
は
、
『
古
事
記
』
編
者
・
学
者
と
し
て
の
安
寓
侶
の
像
と
遠
く
響
き
あ
っ

て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
私
が
ま
ず
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
『
日
本
三
代
実
録
』
に
見
え
る
多
巨
自
然
麻
目
で
あ
る
。

平
安
朝
以
降
、
多
氏
は
宮
廷
の
舞
楽
と
神
楽
を
担
う
家
柄
に
な
る
。
自
然
麻
呂
に
つ
い
て
『
体
源
抄
』
巻
十
三
「
多
氏
系
図
」
に
、

此
時
始
伝
歌
舞
両
道
左
右
同
奉
行
之

『
楽
所
系
図
』
「
多
氏
」
に
、

舞
楽
神
楽
等
元
祖

と
あ
る
よ
う
に
、
楽
家
多
氏
の
基
礎
を
築
い
た
の
が
、
自
然
麻
呂
と
さ
れ
て
い
た
。

雅
楽
の
左
右
両
部
制
が
成
立
し
た
の
は
、
仁
明
天
皇
の
時
代
（
八
三
一
ニ
J
八
五

O
）
と
さ
れ
る
。
左
方
は
唐
楽
・
林
邑
楽
、
右
方
は
高
麗

楽
・
百
済
楽
・
新
羅
楽
・
勃
海
楽
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
令
の
規
定
の
も
と
、
長
く
雅
楽
寮
で
教
習
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
律
令
制

の
変
質
と
と
も
に
雅
楽
寮
も
衰
退
の
方
向
に
向
か
う
中
で
、
そ
の
担
い
手
も
次
第
に
近
衛
の
武
官
に
移
っ
て
い
く
。
そ
し
て
天
暦
二
年
（
九
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四
八
）
八
月
五
日
に
楽
所
が
成
立
し
て
か
ら
は
（
『
日
本
紀
略
』
）
、

雅
楽
寮
に
代
わ
っ
て
楽
所
が
、

近
衛
の
官
人
を
主
な
担
い
手
と
し
て
、

雅
楽
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
や
が
て
左
右
の
舞
を
そ
れ
ぞ
れ
専
門
と
す
る
家
筋
が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
左
舞

（

7
）
 

は
狛
氏
に
、
右
舞
は
多
氏
に
固
定
し
た
。
お
よ
そ
一
条
天
皇
の
時
代
（
九
八
六

i
一
O
一
一
〉
と
さ
れ
る
。

一
方
で
多
氏
は
、
大
歌
所
と
も
関
わ
っ
て
い
た
。
宮
廷
大
歌
の
集
で
あ
る
『
琴
歌
譜
』
奥
書
に
は
、

琴
歌
譜
一
巻

安
家
書

件
書
希
有
也
仰
自
大
歌
師
前
丹
波
探
多
安
樹
手
伝
写

天
元
四
年
十
月
廿
一
日

と
記
さ
れ
て
い
る
。
唯
一
の
伝
本
で
あ
る
陽
明
文
庫
本
は
写
本
で
あ
り
、

だ
が
そ
の
奥
書
か
ら
、
「
大
歌
師
前

原
本
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

丹
波
探
多
安
樹
」
が
手
写
し
て
い
た
本
を
、
天
元
四
年
（
九
八
一
〉
に
伝
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
多
氏

が
大
歌
所
と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
我
々
に
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
ロ
ま
た
『
類
従
符
宣
抄
』
第
七
に
は
、

十
生
蔭
孫
正
七
位
下
多
朝
臣
安
邑

右
被
一
一
右
大
臣
宣
一
倍
。
奉
v
勅
。
件
人
依
ニ
大
歌
所
申
請
一
補
下
別
当
多
安
守
任
ニ
河
内
大
按
一
之
替
上
巳
了
。
宜
ν
仰
ニ
彼
所
一
者
。

ー「

仰

十

生
近
江
門
雄
一
」
（
カ
ッ
コ
内
は
割
注
、
以
下
同
）

仁
和
元
年
二
月
廿
五
日

大
外
記
高
丘
五
常
奉

と
あ
っ
て
、
仁
和
元
年
（
八
八
五
〉
二
月
二
十
五
日
、
多
安
守
が
大
歌
所
別
当
か
ら
河
内
大
探
に
転
じ
た
後
任
と
し
て
、
大
歌
所
の
申
請

で
、
十
生
で
あ
っ
た
多
朝
臣
安
邑
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

安
邑
は
さ
ら
に
、

そ
の
二
十
年
余
り
後
の
延
喜
六
年
（
九

O
六
）
、
醍
醐
天
皇
か

ら
大
歌
所
の
琴
歌
の
伝
習
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
『
醍
醐
天
皇
御
記
』
延
喜
六
年
正
月
九
日
条
に
、
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召
ニ
多
安
口
巳
一
給
ニ
位
記
九
仰
目
、
大
歌
所
琴
歌
、
伝
習
無
v
人
、
恐
此
事
絶
、
故
殊
授
v
之
、
宜
ν
知
一
比
状
（
能
令
一
一
伝
習
一
勿
v
絶。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
多
安
守
・
安
邑
の
履
歴
を
瞥
見
す
る
だ
け
で
も
、
多
氏
が
大
歌
所
に
所
属
し
て
い
た
の
が
、
確
か
な
事
実
と
し
て
確
認
で
き
、

『
琴
歌
譜
』
奥
書
に
見
え
る
「
大
歌
師
多
安
樹
」
も
、
同
じ
家
筋
の
人
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
同
じ
く
奥
書
に
「
安
家
書
」

と
あ
る
安
家
は
、
天
元
四
年
に
書
写
し
た
人
物
か
、
原
本
の
筆
者
か
決
め
難
い
が
、
「
安
」
字
か
ら
「
多
安
家
」
な
る
名
が
想
定
さ
れ
、
『
琴

歌
譜
』
は
ま
さ
に
、
多
氏
が
伝
え
た
大
歌
教
習
用
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
琴
歌
譜
』
原
本
の
成
立
は
、
使
用
さ
れ
て
い
る
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
状
態
か
ら
、
普
通
平
安
初
期
と
さ
れ
て
お
り
、
土
橋
寛
氏
は
、
よ

り
具
体
的
に
弘
仁
初
年
を
想
定
し
て
い
る
。

『
琴
歌
譜
』
原
本
も
多
氏
の
手
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
、

土
橋
氏
に
従
っ
て
仮
に
弘
仁
初

年
成
立
説
を
立
て
る
な
ら
ば
、
多
氏
と
宮
廷
大
歌
と
の
関
わ
り
は
、
少
な
く
と
も
弘
仁
年
間
（
八
一

O
J八
二
四
〉
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

こ
こ
で
ど
う
し
て
も
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
は
、
『
類
従
符
宣
抄
』
に
「
多
朝
臣
安
口
巴
」
と

本
論
の
趣
旨
の
上
で
、

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
歌
所
に
所
属
し
、
『
琴
歌
譜
』
を
伝
え
た
多
氏
は
、

安
寓
侶
と
同
じ
「
朝
臣
」
姓
で
あ
っ
た
。

先
に
ふ
れ

た
自
然
麻
呂
は
、
も
と
「
巨
」
姓
で
、
後
に
「
宿
禰
」
を
賜
っ
て
い
る
か
ら
（
『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
九
月
五
日
条
）
、
安
寓
侶
の
系
統
と

は
直
接
に
は
繋
が
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
歌
所
の
多
氏
が
「
朝
臣
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
安
高
侶
の
家
の
伝
統
的
な
家
職
を

探
る
上
で
、
き
わ
め
て
重
い
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
歌
所
の
多
氏
が
、
そ
の
名
に
「
安
」
字
を
も
つ
こ
と

も
、
安
寓
侶
と
の
繋
が
り
を
考
え
る
時
、
暗
示
的
で
あ
る
。
自
分
た
ち
の
祖
先
の
史
上
著
名
な
者
の
名
、
あ
る
い
は
あ
る
種
の
伝
統
を
築
い

」
～
者
の
名
を
記
念
し
て
、

い
つ
の
頃
か
ら
か
「
安
」
字
を
相
承
し
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
D

な
お
安
家
・
安
樹
・
安
守
・
安
邑
は
、
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『
体
源
抄
』
『
楽
家
録
』
と
も
に
、
自
然
麻
呂
の
家
系
を
記
し
た
「
多
氏
系
図
」
に
は
見
え
な
い

D

「
安
」
字
を
も
っ
名
も
見
当
た
ら
ず
、
白

然
麻
口
口
の
系
統
と
大
歌
所
の
系
統
と
は
、
そ
の
家
筋
の
上
で
一
応
分
け
て
考
え
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

大
同
・
弘
仁
年
間
の
多
氏
に
は
、
官
人
と
し
て
従
四
位
下
ま
で
上
っ
た
多
朝
臣
入
鹿
と
、

日
本
紀
執
講
の
従
五
位
下
多
朝
巨
人
長
が
い
た

（
前
引
）
。
同
じ
頃
大
歌
所
に
所
属
し
、
『
琴
歌
譜
』
原
本
の
成
立
に
関
与
し
た
も
う
ひ
と
り
の
多
氏
が
い
た
と
す
れ
ば
、
同
時
代
に
、

宮
廷
官
人
・
学
者
・
芸
能

と
い
う
三
つ
の
分
野
に
わ
た
っ
て
、
多
朝
臣
家
の
活
躍
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
類
従
符
宣
抄
』
に
よ
れ
ば
、
大
歌
所
別
当
就
任
時
の
多
朝
臣
安
口
巴
の
位
階
は
正
七
位
下
で
あ
っ
た
。
前
任
者
の
安
守
は
河
内
大
探
に
転

任
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
の
時
点
で
正
七
位
下
に
相
当
し
、
『
琴
歌
譜
』
の
大
歌
師
多
安
樹
は
、

前
官
の
丹
波
探
の
時
点
で
は
従
七
位
上
に

相
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
大
歌
所
の
多
氏
の
位
階
は
お
お
よ
そ
推
定
で
き
、
入
鹿
・
人
長
の
位
階
を
合
わ
せ
考
え
て
も
、
同
じ
多
朝
臣
家

ろ
ぢ
O
か
み

お
そ
ら
く
入
鹿
が
本
流
で
、
氏
長
で
あ
っ
た
安
寓
侶
の
家
格
を
直
接
に
継
ぎ
、
学
者
で
あ
る
人
長
と
大
歌
所
の
家
筋
は
傍
流

と
い
っ
て
も
、

だ
ろ
う
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
問
題
は
、
奈
良
朝
の
安
寓
侶
の
系
統
が
、
平
安
朝
に
な
っ
て
、
述
べ
て
き
た
三
つ
の
分
野
に
分
か
れ
て
い

く
意
味
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

日
い
換
え
れ
ば
、
「
芸
能
の
家
」
と
し
て
の
伝
統
が
、

遡
っ
て
安
寓
侶
の
時
代

か
ら
、
多
氏
の
中
に
す
で
に
匪
胎
し
て
い
た
の
か
否
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
平
安
朝
以
降
、

「
多
」
を
名
乗
る
二
つ
の
家
筋
が
、

一
方
で
宮
廷
大
歌
を
、

一
方
で
舞
楽
・
神
楽
を
と
、
主
要
な
宮
廷
芸
能
の
大
半
を
担
っ
て
い
た
事
実

も
、
安
寓
侶
研
究
の
上
で
、
や
は
り
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
。
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二
、
小
子
部
と
の
関
係

多
氏
の
始
祖
は
、
神
武
天
皇
の
皇
子
神
八
井
耳
命
と
さ
れ
る
（
『
記
紀
』
『
新
撰
姓
氏
録
』
等
〉
。
神
八
井
耳
命
は
、
『
日
本
紀
』
に
は
「
是

即
多
臣
之
始
祖
也
」
と
の
み
あ
っ
て
、
他
の
後
奇
氏
族
は
見
え
な
い
が
（
綬
靖
即
位
前
紀
）
、
『
古
事
記
』
に
は
、

意
富
臣
、
小
子
部
連
、
坂
合
部
連
、
火
君
、
大
分
君
、
阿
蘇
君
、
筑
紫
三
家
連
、
雀
部
臣
、
雀
部
造
、
小
長
谷
造
、
都
祁
直
、
伊
余
国

造
、
科
野
国
造
、
道
奥
石
城
国
造
、
常
道
仲
国
造
、
長
狭
国
造
、
伊
勢
船
木
直
、
尾
張
丹
羽
臣
、
嶋
田
臣
等
之
祖
也
。

と
記
さ
れ
て
い
る
（
神
武
天
皇
条
）
。

『
古
事
記
』
に
お
け
る
多
氏
の
同
祖
氏
族
は
、
右
の
十
八
氏
に
及
ぶ
。
そ
こ
に
は
小
子
部
連
・
坂
合
部
連
ら
中
央
の
み
な
ら
ず
、
阿
蘇
君

・
大
分
君
・
道
奥
石
城
国
造
な
ど
、
九
州
か
ら
東
北
ま
で
ほ
ぼ
全
国
的
と
言
い
う
る
ほ
ど
の
氏
族
が
見
え
る
。
多
氏
が
筆
頭
に
白
か
れ
て
い

る
の
は
、
そ
の
編
者
が
安
高
侶
で
あ
る
の
と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
宮
廷
に
お
け
る
官
人
と
し
て
の
地
歩
か
ら
し

て
、
多
氏
が
中
心
に
位
置
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
古
代
の
同
祖
系
譜
は
、
必
ず
し
も
単
純
な
血
縁
で
成
り
立
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
し
、
始
祖
神
八
井
耳
に
し
て
も
、
実
在
の
皇
子
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
多
氏
を
中
心
と
す
る
諸
氏
の
関
係
も
、

や
は
り
あ
る
時
代
に
あ
る
理
由
で
形
作
ら
れ
た
も
の
に
は
違
い
な
い
。

そ
の
成
立
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
幾
つ
か
の
論
考
が
あ
る
。

（

9
）
 

部
民
関
係
（
支
配
隷
属
関
係
）
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
い
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
直
木
孝
次
郎
氏
は
、
多
氏
と
諸
氏
に
職
務
上
の
上

（
叩
）

下
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
具
体
的
に
何
ら
か
の
（
あ
る
い

例
え
ば
西
郷
信
綱
氏
は
、
『
古
事
記
』
編
纂
当
時
、

多
氏
を
中
心
に

は
政
治
的
な
）
結
び
付
き
が
あ
っ
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
多
氏
と
小
子
部
氏
の
聞
に
は
、
単
な
る
系
譜
上
の
同
族
関
係
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に
と
ど
ま
ら
ぬ
密
な
る
繋
が
り
が
あ
っ
た
。

多
氏
の
本
拠
は
、
大
和
国
十
市
郡
猷
富
、
現
在
の
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
多
で
、
こ
こ
に
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
、

多
坐
弥
志
理
都
比
古
神
社
二
座
「
並
名
神
大
。
月
次
相
嘗
新
嘗
。
」

現
在
の
多
神
社
が
あ
る
。

『
令
集
解
』
第
九
（
神
祇
令
、

相
嘗
祭
の
条
〉
に
は
「
大
倭
、
住
吉
、
大
神
、
穴
師
、
思
智
、
葛
木
鴨
、
紀
伊
国

目
前
神
」
と
並
ん
で
「
意
富
」
が
見
え
、
官
幣
を
受
け
る
相
嘗
社
と
し
て
有
力
な
神
社
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
「
釈
」
に
「
意
富

「
太
朝
臣
」
」
と
あ
る
よ
う
に
、
多
神
社
の
祭
犯
を
司
っ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
多
氏
で
あ
っ
た
。

氏
長
拝
命
以
後
の
安
寓
侶
は

霊
亀
二
年
、

（
前
引
『
続
日
本
紀
』
）
、
氏
を
統
べ
る
者
と
し
て
、
当
然
多
神
社
の
祭
事
と
密
接
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

小
子
部
連
（
後
に
宿
禰
〉
は
、
『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
皇
別
に
も
「
多
朝
臣
同
祖
。
神
八
井
耳
命
之
後
也
」
と
あ
る
。
小
子
部
の
氏
神
は
、

『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
、

子
部
神
社
二
座
「
並
大
。
月
次
新
嘗
。
」

で
、
『
大
和
国
五
郡
神
社
神
名
帳
略
解
』
所
収
の
『
多
神
宮
注
進
状
』
に
は
、
多
神
社
の
別
宮
と
し
て
同
社
が
見
え
、

在
ニ
音
山
富
郷
一
「
多
朝
臣
為
一
一
禰
宜
（
肥
直
為
二
祝
部
一
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
さ
ら
に
子
部
神
社
の
縁
起
と
し
て
、
小
子
部
牒
官
酬
が
蚕
の
代
わ
り
に
誤
っ
て
小
子
を
集
め
た
と
い
う
よ
く
知
ら

れ
た
話
（
『
雄
略
紀
』
六
年
三
月
七
日
条
）
を
引
き
、
続
け
て
、

此
小
子
等
及
v
壮
、
令
v
住
ニ
我
多
郷
一
俗
号
ニ
其
処
一
一
去
一
一
子
部
旦
べ
即
位
九
年
（
筆
者
注
、
雄
略
）
乙
巳
初
春
、
天
皇
依
ニ
霊
夢
一
詔
ニ
牒

一
誠
（
奉
v
斎
斗
記
皇
校
彦
日
根
両
神
於
子
部
里
一
今
天
子
部
神
社
是
也
。

と
伝
え
て
い
る

D

む
ろ
ん
こ
の
縁
起
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
怪
し
い
が
、
多
氏
と
小
子
部
の
氏
神
が
「
多
」
と
い
う
同
一
地
域
内
に
あ
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っ
て
、

し
か
も
多
氏
が
小
子
部
の
神
の
祭
犯
を
も
可
っ
て
い
た
事
実
は
、
久
安
五
年
（
一
一
四
九
）
の
奥
書
を
も
っ
『
多
神
宮
注
進
状
』
の

成
立
年
代
を
差
し
引
い
て
も
、
な
お
両
者
の
関
係
の
浅
か
ら
ぬ
こ
と
を
窺
う
に
十
分
た
り
う
る
。

子
部
神
社
の
祝
部
「
肥
直
」

因
み
に
、

は
、
お
そ
ら
く
多
氏
同
族
「
火
君
」
の
一
族
で
、
古
代
の
同
祖
氏
族
の
信
仰
の
上
で
の
緊
密
な
繋
が
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
多
神
社
は
、
神
武
天
皇
・
神
沼
河
耳
命
・
神
八
井
耳
命
・
玉
依
姫
命
の
四
座
を
主
祭
神
と
し
、
加
え
て
水
知
津
彦
神
・
火
知
津
姫
神

・
太
安
寓
侶
・
小
子
部
蝶
覇
を
相
殿
御
祭
神
と
し
て
い
る
。

安
寓
侶
を
「
学
神
」
、

螺
扇
を
「
保
育
神
」
と
す
る
の
は
、
信
仰
の
あ
り
ょ
う

を
考
え
る
上
で
興
味
深
く
、
子
部
神
社
は
、
多
神
社
の
西
一
・
五
キ
ロ
ほ
ど
の
飯
高
の
集
落
（
橿
原
市
飯
高
町
〉
に
ひ
っ
そ
り
と
し
た
た
た

ず
ま
い
で
祭
ら
れ
、
今
で
も
多
神
社
の
宮
司
多
氏
が
神
職
を
兼
ね
て
い
る
。

さ
て
、
そ
の
小
子
部
連
だ
が
、
周
知
の
よ
う
に
古
代
宮
廷
に
お
け
る
職
掌
は
、
小
子
な
る
保
儒
の
集
団
の
統
率
に
あ
っ
た
。
保
儒
の
役
割

に
つ
い
て
は
、
先
学
に
よ
っ
て
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
深
く
ふ
れ
な
い
。
た
だ
一
つ
だ
け
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、

小
子
部
連
が
保
儒
を
率
い
る
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
芸
能
に
も
携
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

『
天
武
紀
』
四
年
二
月
九
日
条
に
、
諸
国
か
ら
保
儒
を
貢
上
す
る
よ
う
次
の
命
が
下
さ
れ
て
い
る
。

勅
ニ
大
倭
・
河
内
・
摂
津
・
山
背
・
播
磨
・
淡
路
・
丹
波
・
但
馬
・
近
江
・
若
狭
・
伊
勢
・
美
濃
・
尾
張
等
国
一
日
、

選
一
一
所
部
百
姓
之

能
歌
男
女
、
及
保
儒
伎
人
一
而
貢
上
。

わ

ざ

ひ

と

わ

ざ

を

ぎ

「
伎
人
」
は
お
そ
ら
く
「
俳
優
」
の
こ
と
で
、
「
保
儒
」
と
「
伎
人
」
な
の
か
「
保
儒
」
の
「
伎
人
」
な
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
「
能
く
歌

ふ
男
女
」
と
と
も
に
貢
上
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
保
儒
も
何
ら
か
の
芸
能
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
古
く
『
武
烈
紀
』
八
年
三
月

条
に
は
、大

進
一
一
保
儒
侶
優
一
為
ニ
焔
漫
之
楽
一
設
ニ
奇
偉
之
戯
一
縦
二
廃
々
之
戸
↓
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と
あ
る
。
『
武
烈
紀
』
は
、

天
皇
の
悪
行
を
こ
と
さ
ら
記
し
て
い
る
面
が
あ
る
か
ら
、

淫
り
が
ま
し
い
歌
舞
が
そ
の
ま
ま
保
儒
の
芸
能
の
す

べ
て
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
、
が
、
中
国
や
西
洋
の
そ
れ
と
同
じ
く
滑
稽
な
わ
ざ
を
演
じ
て
い
た
と
一
応
考
え
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か

し
広
く
芸
能
が
、
宗
教
的
儀
礼
を
主
な
機
会
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
件
関
儒
も
単
な
る
享
楽
の
対
象
と
し
て
の
道
化
役
で
は
な
く
、

本
源
的
に
は
あ
る
種
特
別
な
宗
教
的
信
仰
的
効
果
が
、
そ
の
芸
能
に
期
待
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
。

平
安
朝
以
降
、
多
氏
は
「
芸
能
の
家
」
と
し
て
、
史
上
に
確
か
な
足
跡
を
残
し
て
い
く
。
だ
が
そ
の
伝
統
は
ず
っ
と
古
く
、
実
は
上
代
に

お
け
る
小
子
部
と
の
密
な
る
関
わ
り
の
中
に
見
い
だ
せ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら
に
言
及
す
れ
ば
、
多
氏
は
同
族
小
子
部
連
を
統
率

し
、
早
く
か
ら
芸
能
の
担
い
手
と
し
て
宮
廷
儀
礼
に
奉
仕
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
多
氏
と
芸
能
の

結
び
付
き
は
、
平
安
朝
に
な
っ
て
突
如
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
素
地
は
、

よ
り
古
い
時
代
か
ら
多
氏
そ
の
も
の
の
中
に
根
付

い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
そ
の
有
力
な
手
掛
か
り
は
さ
ら
に
、
『
記
紀
』
に
記
さ
れ
た
始
祖
伝
承
そ
の
も
の
の
中
に
求
め
ら
れ
る
と
思
う
。

四
、
忌
人

神
入
井
耳
命
は
、
弟
の
神
沼
河
耳
命
（
綬
清
天
皇
）
に
、

・
僕
者
扶
一
一
汝
命
一
為
二
忌
人
一
而
仕
奉
也
。
ー
i
『
古
事
記
』
神
武
天
皇
条

・
吾
当
下
為
ニ
汝
輔
一
之
、
奉
中
典
神
祇
上
者
。
｜
｜
『
綬
靖
即
位
前
紀
』

と
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「
忌
人
」
は
、
宣
長
が
「
此
訓
は
、
黒
田
宮
の
段
に
、
伊
波
比
弁
を
忌
会
と
書
る
に
て
定
む
べ
し
」
（
『
古
事
記
伝
』
巻
二
十
）
と
述
べ
て
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以
来

イ
ハ
ヒ
ピ
ト
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
「
イ
ハ
ヒ
」
あ
る
い
は
動
詞
「
イ
ハ
フ
」
の
用
例
は
『
寓
葉
集
』
に
多
く
、
そ
の
う
ち
圧
倒
的
多

数
を
占
め
る
の
は
、
旅
（
遣
唐
使
・
遺
新
羅
使
・
防
人
・
地
方
官
な
ど
）
に
関
係
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
で
、
表
現
と
し
て
は
、
旅
行
く
者

の
た
め
に
残
る
者
（
妻
・
親
な
ど
）
が
イ
ハ
フ
、

イ
ハ
ヒ
テ
待
つ
と
い
う
類
型
を
開
い
て
い
る
。

イ
ハ
フ
と
い
う
行
為
の
具
体
は
、
例
え
ば
、
天
平
勝
宝
四
年
間
三
月
、
衛
門
督
大
伴
宿
禰
古
慈
悲
の
家
で
、
入
唐
副
使
大
伴
宿
禰
胡
麿
ら

を

銭

し

た

歌

、

硫
も
見
じ
屋
中
も
婦
か
じ
草
枕
旅
行
く
君
を
伊
波
布
と
思
ひ
て

（
巻
十
九
・
四
二
六
三
）

あ
る
い
は
、
巻
十
二
の
寄
物
陳
思
の
歌
、

高
麗
錦
紐
の
結
び
も
解
き
放
け
ず
斎
而
待
て
ど
し
る
し
無
き
か
も

（
二
九
七
五
）

な
ど
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
相
手
の
無
事
を
祈
っ
て
、
硫
ら
ず
、
掃
除
を
せ
ず
、
州
市
の
結
び
も
解
か
ず
に
待
つ
と
い
っ
た
慎
み
の
生
活
で
あ

ろ
う
。
そ
の
点
、
同
根
の
イ
ム
（
忌
む
）
に
近
い
が
、
イ
ハ
フ
に
は
も
っ
と
積
極
的
に
神
を
祭
る
意
も
あ
る

D

「

剣

刀

斎

祭

れ

る

神

に

し
坐
せ
ば
」
（
巻
十
三
・
三
二
二
七
）
「
祝
部
ら
が
斎
経
社
の
黄
葉
」
（
巻
十
・
二
三

O
九
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
他
、
「
軽
の
社
の
斎

槻
」
（
巻
十
一
・
二
六
五
六
）
「
一
二
輸
の
祝
が
忌
杉
」
（
巻
四
・
七
一
二
）
な
ど
の
よ
う
に
、
神
聖
な
樹
木
を
大
切
に
祭
る
場
合
に
も
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
旅
の
用
例
に
比
べ
れ
ば
ほ
ん
の
僅
か
で
、

お
そ
ら
く
忌
み
慎
む
意
か
ら
派
生
し
た
第
二
義

的
用
法
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
巻
十
四
の
相
聞
、

詰
そ
こ
の
屋
の
戸
押
そ
ぶ
る
新
嘗
に
わ
が
背
を
遺
り
て
例
湖
相
こ
の
戸
を

（
三
四
六

O
）

の
イ
ハ
フ
は
、
新
嘗
の
祭
り
の
夜
に
、
男
を
遠
ざ
け
る
物
忌
み
の
生
活
で
、
同
時
に
神
を
祭
る
行
為
と
ほ
ん
の
背
中
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
が

知
れ
る
。
だ
か
ら
、

イ
ハ
フ
の
語
義
を
上
記
の
よ
う
に
段
階
論
的
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
物
忌
み
と
神
祭
り
ば
宗
教
生
活
の
一
続
き
の
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形
態
と
し
て
、
原
初
的
に
は
未
分
化
な
ま
ま
、

イ
ハ
フ
の
中
に
内
包
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
c

い
ず
れ
に
せ
よ
、

神
を
祭
る
意
の
イ
ハ
フ
を
主
軸
に
据
え
て
、
「
忌
人
」
の
語
義
を
立
て
る
な
ら
ば
、

そ
れ
に
対
応
す
る
『
日
本
紀
』
の

す
な
わ
ち
神
の
祭
紀
を
司
る
者
の
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
忌
人
」
を
イ
ミ
ピ
ト
と
す
る

「
奉
典
神
祇
」
に
適
合
す
る
。

『
古
典
全
書
』
の
訓
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
や
は
り
イ
ハ
ヒ
ピ
ト
で
い
い
だ
ろ
う
。

前
紀
』
九
月
条
に
見
え
る
「
斎
主
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
悪
神
征
討
の
戦
い
に
お
け
る
祭
柁
・
神
武
に
よ
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
祭
柁
（
「
顕
斎
」
）

『
神
代
紀
』
天
孫
降
臨
条
（
一
書
第
二
）
と
『
神
武
即
位

を
司
る
者
の
謂
で
あ
る
こ
と
も
、
「
忌
人
」
の
語
義
を
決
め
る
証
左
に
な
る
。

一
体
、
多
氏
が
こ
う
し
た
始
祖
伝
承
を
も
っ
意
味
は
何
か
。

古
代
氏
族
は
、
自
分
た
ち
の
祖
先
が
宮
廷
に
ど
の
よ
う
に
仕
え
た
か
と
い
う
「
本
辞
」
に
よ
っ
て
、
氏
の
存
続
や
職
掌
が
保
証
さ
れ
て
い

た
。
職
掌
の
由
来
が
家
職
を
決
め
、
そ
れ
を
代
々
世
襲
す
る
こ
と
で
宮
廷
に
奉
仕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
古
事
記
』
は
、
天
武

天
皇
の
意
図
の
も
と
、
諸
家
に
伝
わ
る
「
帝
紀
」
と
「
本
辞
」
の
整
理
に
そ
の
出
発
点
が
あ
っ
た
。
編
纂
者
安
寓
侶
が
、
そ
の
基
本
的
理
念

を
正
し
く
受
け
継
い
で
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
安
寓
侶
が
自
家
の
伝
承
を
こ
と
さ
ら
曲
げ
て
記
述
し
た
と
は
考
え
に

く
く
、
『
古
事
記
』
に
彼
自
ら
記
し
た
始
祖
伝
承
は
、
『
記
』
成
立
時
に
お
け
る
多
氏
の
出
自
や
職
掌
の
由
来
を
語
る
一
つ
の
真
実
で
あ
っ
た

と
考
え
て
よ
い
。
例
え
ば
隼
人
が
「
守
護
人
」
と
し
て
宮
廷
に
仕
え
た
よ
う
に
（
『
記
』
隼
人
の
始
祖
伝
承
〉
、
多
氏
は
「
忌
人
」
と
し
て
宮

廷
神
事
に
奉
仕
し
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、
芸
能
が
多
く
神
事
を
母
体
に
発
生
し
、
神
事
を
有
力
な
機
会
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、

「
忌
人
」
は
芸
能
者
多
氏
（
お
よ
び
小
子
部
）
の
職
掌
の
本
縁
を
示
す
伝
承
な
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
宮
廷
芸
能
を
管
掌
す
る

家
と
し
て
、
多
氏
が
そ
う
し
た
本
縁
を
も
っ
て
い
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

結
局
、
安
寓
侶
の
「
家
」
に
注
目
す
れ
ば
、

一
面
で
「
宮
廷
歌
謡
の
台
本
」
と
も
言
え
る
『
古
事
記
』
に
、
太
（
々
グ
）
氏
の
安
高
侶
が
関
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与
し
て
い
た
「
必
然
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
が
撰
録
者
に
選
ば
れ
た
の
は
、
単
に
一
流
の
知
識
人
（
学
者
）
で
あ
っ
た
か
ら

で
は
な
く
、
根
源
的
に
は
「
忌
人
」
の
家
の
者
と
し
て
、
宮
廷
神
事
な
か
ん
ず
く
芸
能
に
携
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

多
氏
の
伝
え
た
宮
廷
大
歌
の
集
だ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
『
古
事
記
』
編
纂
に
際
し
て
安
寓
侶
が
手

そ
も
そ
も
『
琴
歌
譜
』
が
、

元
に
お
い
た
「
歌
謡
資
料
」
も
、
複
数
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
は
、
彼
の
家
が
管
理
す
る
彼
の
ご
く
近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

「
芸
能
の
台
本
」
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

五
、
安
寓
侶
と
芸
能

し
か
し
な
が
ら
、
な
お
注
意
深
く
述
べ
て
お
く
と
、
安
寓
侶
と
芸
能
の
直
接
の
接
点
は
、
記
録
に
如
実
で
な
い
。

『
日
本
紀
』
に
記
さ
れ
た
宮
廷
に
お
け
る
芸
能
の
機
会
は
、
天
武
朝
か
ら
そ
の
数
を
増
す
。

一
方
で
芸
能
集
団
の
整
備
も
着
々
と
進
ん
で

お
り
、
天
武
四
年
（
六
七
五
〉
二
月
九
日
の
「
百
姓
之
能
歌
男
女
、
及
保
儒
伎
人
」
の
貢
上
、
そ
の
十
年
後
の
天
武
十
四
年
（
六
八
五
）
九

月
十
五
日
に
下
さ
れ
た
「
諸
歌
男
・
歌
女
・
笛
吹
者
」
の
子
孫
へ
の
歌
笛
教
習
の
詔
は
、
令
制
以
後
の
い
わ
ゆ
る
雅
楽
寮
日
本
音
楽
部
の
実

質
的
な
開
始
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
持
統
元
年
〈
六
八
七
）
正
月
朔
に
は
、
天
武
の
贋
宮
儀
礼
で
「
楽
官
奏
v
楽
」
と
、
「
楽

官
」
な
る
専
門
職
が
見
え
、
『
続
日
本
紀
』
の
時
代
に
入
る
と
、
文
武
朝
の
大
宝
元
年
（
七

O
一
〉
七
月
二
十
七
日
、

画
工
及
主
計
主
税
雫
師
雅
楽
諸
師
如
v
此
之
類
。
准
ニ
官
判
任
↓

（

U
〉

と
、
令
制
に
も
と
づ
く
「
雅
楽
諸
師
」
が
史
上
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
古
く
『
神
武
即
位
前
紀
』
に
は
、
「
来
日
歌
」
に
注
し
て
、

今
楽
府
奏
ニ
比
歌
一
者
、
猶
有
一
一
手
量
大
小
、
及
音
声
巨
細
↓
此
古
之
遺
式
也
。

と
「
楽
府
」
が
見
え
る
。
右
の
「
今
」
が
何
時
を
指
す
の
か
限
定
で
き
な
い
が
、
仮
に
『
日
本
紀
』
成
立
時
（
七
二

O
〉
と
す
れ
ば
、
雅
楽

ヴ
’

q
t
u
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寮
の
異
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

雅
楽
寮
は
『
職
員
令
』
に
よ
れ
ば
、
「
文
武
雅
曲
正
舞
。

雑
楽
。
男
女
楽
人
音
戸
人
名
帳
。
試
斗
練
曲
課
一
事
」
を
掌
り
、
そ
の
組
織
は
、

頭
・
助
・
大
允
・
小
允
・
大
属
・
小
属
の
も
と
、
外
来
楽
の
楽
人
の
他
に
、

日
本
在
来
の
歌
舞
を
扱
う
者
と
し
て
、

・
歌
師
（
四
人
）
｜
｜
歌
人
（
四
十
人
〉
歌
女
（
百
人
）

・
傷
師
（
四
人
）
｜
｜
健
生
（
百
人
）

・
笛
師
（
二
人
〉
｜
｜
笛
生
（
六
人
）
笛
工
（
八
人
）

畠守、場、．
R

－n》

ふ
μ
I
v
中
れ

歌
師
・
侮
師
・
笛
師
が
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
教
習
に
あ
た
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
『
古
事
記
』
歌
謡
の
あ
る
も
の
は
、

お
そ
ら
く
こ

う
し
た
人
々
に
よ
っ
て
実
際
に
奏
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
安
高
侶
の
名
が
正
史
に
初
め
て
見
え
る
の
は
、
大
宝
四
年
（
七

O
四
）
正
月
七
日
の
正
六
位
下
か
ら
従
五
位
下
昇

叙
の
記
事
で
（
『
続
日
本
紀
』
）
、
そ
の
後
の
彼
の
履
歴
を
見
渡
し
て
も
、
「
民
部
卿
」
以
外
の
官
職
は
不
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
と
雅

た
と
え
安
高
侶
そ
の
人
と
雅
楽
祭
と
の
直
接
的
な
関
わ
り
は
見
い

だ
せ
な
く
て
も
、
彼
の
「
家
」
の
伝
統
か
ら
し
て
、
彼
に
近
い
太
（
多
）
氏
、
あ
る
い
た
太
氏
に
近
い
氏
の
誰
か
が
、
雅
楽
寮
も
し
く
は
そ

楽
寮
を
結
ぶ
糸
は
、
歴
史
の
表
面
に
は
全
く
現
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

れ
以
前
の
芸
能
集
団
に
、
官
人
も
し
く
は
「
歌
師
」
な
ど
の
専
門
職
と
し
て
、
所
属
し
て
い
た
と
推
察
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
例
え

ば
『
続
日
本
紀
』
の
養
老
五
年
（
七
一
一
一
）
正
月
二
十
七
日
、

詔
に
よ
っ
て
学
業
諸
芸
に
秀
で
た
者
を
賞
賜
し
た
中
に
、

「
和
琴
師
正
七
位

下
文
忌
寸
広
田
・
唱
歌
師
正
七
位
下
大
窪
史
五
百
足
・
正
八
位
下
記
多
真
玉
・
従
六
位
下
螺
江
臣
夜
気
女
・
茨
団
連
万
白
女
・
正
七
位
下
置

始
連
志
郎
志
女
」
が
見
え
る
。
「
和
琴
師
」
は
雅
楽
寮
の
構
成
に
は
な
く
、
「
唱
歌
師
」
の
五
人
が
、
も
し
雅
楽
寮
の
「
歌
師
」
に
当
た
る
と

L
て
も
人
数
が
合
わ
な
い
。

『
寓
葉
集
』
巻
六
の
天
平
八
年
（
七
一
二
六
）
十
二
月
十
二
日
、

歌
傑
所
の
諸
王
臣
子
等
が
葛
井
連
広
成
の
家
で

(123) -318ー



宴
を
催
し
た
（
一

O
一
一
・
一

O
一
二
）
と
い
う
「
歌
健
所
」
が
、
雅
楽
寮
と
は
別
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
こ
に

属
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
点
、

い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
右
の
う
ち
気
に
な
る
の
は
「
茨
回
連
万
白
女
」
で
、
茨
田

連
は
、
『
古
事
記
』
で
は
多
氏
同
族
に
は
見
え
ず
、
神
八
井
耳
命
の
兄
・
日
子
八
井
耳
命
を
祖
と
し
て
い
る
が
、
『
新
撰
姓
氏
録
』
右
京
皇
別

に
「
多
朝
臣
同
祖
。
神
八
井
耳
命
男
彦
八
井
耳
命
之
後
也
。

日
本
紀
漏
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

万
白
女
の
よ
う
な
神
八
井
耳
を
祖
と
す
る

専
門
の
芸
能
者
が
、
安
高
侶
の
家
の
ご
く
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
可
能
性
は
高
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
論
は
、
安
寓
侶
の
「
家
」
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
特
に
宮
廷
芸
能
と
の
関
わ
り
を
こ
こ
ま
で
探
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
早

く
武
田
祐
吉
氏
は
、
「
多
巨
自
然
麻
口
巳
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
芸
能
の
伝
統
を
安
寓
侶
ま
で
遡
ら
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、

上
代
に
あ
っ
て
は
、
職
能
は
世
襲
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
太
の
安
高
侶
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
宮
廷
の
歌
曲
を
つ
か
さ
ど
っ
て

い
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、

『
古
事
記
』
の
歌
謡
の
源
流
を
、

こ
の
線
に
沿
っ
て
求
め
て
ゆ
く
こ
と
も
試
み
ら
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ

う

（

日

〉

（

叩

山

）

と
、
非
常
に
示
唆
に
富
む
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
西
郷
信
網
氏
も
同
じ
く
「
自
然
麻
目
」
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
口

あ
る
日
、
突
如
、
多
自
然
麿
な
る
人
物
が
宮
廷
伶
人
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
は
、
当
時
と
し
て
は
ち
ょ
っ
と
あ
り
そ
う
も
な
い
こ

と
に
思
え
る
。
上
べ
に
こ
そ
あ
ら
わ
れ
ぬ
が
、
安
寓
侶
と
自
然
麿
と
の
聞
に
は
歴
史
の
地
下
水
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
脈
々
と
続
い
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
両
氏
の
論
を
代
表
と
し
て
、
従
来
は
、
安
寓
侶
と
芸
能
の
関
わ
り
を
想
定
す
る
基
盤
に
、
楽
家
多
氏
の
基
礎
を
築
い
た
自
然
麻
呂
を

第
一
に
置
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
自
然
麻
呂
の
家
は
「
巨
」
姓
だ
か
ら
、
安
寓
侶
の
「
朝
臣
」
家
と
は
正
し

く
繋
が
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
麻
呂
を
論
の
起
点
に
据
え
る
の
は
、
実
は
き
わ
め
て
危
う
い
土
台
に
立
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
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の
で
あ
る。

「
い
さ
さ
か
短
絡
に
失
し
て
い
た
と
反
省
す
る
」
と
自
説
を
－
訂
正
す
る
に
至
っ
て
い

西
郷
氏
も
後
に
こ
の
こ
と
を
認
め
、

本
論
は
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
深
く
扱
わ
れ
な
か
っ
た
『
琴
歌
譜
』
を
伝
え
た
大
歌
所
の
多
氏
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
た
。
む
ろ
ん
武

田
祐
吉
氏
も
前
掲
論
文
で
、

『
琴
歌
譜
』
奥
書
に
見
え
る
多
安
樹
に
言
及
し
て
い
る
。

た
だ
し
「
多
の
安
樹
も
自
然
麻
呂
の
子
孫
だ
ろ
う
」

と
言
い
、
自
然
麻
口
口
と
大
歌
所
の
多
氏
の
家
筋
を
重
ね
て
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
両
者
を
安
易
に
重
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

『
一
ニ
代
実
録
』
の
自
然
麻
呂
の
「
宿
禰
」
賜
姓
記
事
（
貞
観
五
年
九
月
五
日
条
）
に
は
「
神
八
井
耳
命
之
百
喬
也
」
と
あ
り
、
『
体
源
抄
』

「
多
氏
系
図
」
に
は
、

多
氏
「
朝
臣
右
舞
相
伝
之
神
楽
同
伝
之
祖
神
神
武
天
皇
第
二
御
子
八
井
耳
命
綬
靖
天
皇
兄
」

飲
鹿
｜
｜
入
鹿
l
l
e
藤
野
麿

l
！
自
然
麻
呂

l
l春
野
｜
｜
良
常
｜
｜
（
以
下
略
）

と
、
『
日
本
後
紀
』
に
見
え
る
「
朝
臣
」
姓
の
入
鹿
と
自
然
麻
口
口
を
系
譜
上
繋
げ
て
い
る

D

も
っ
と
も
こ
れ
は
、

多
政
方
が
長
久
元
年
〈

O
四
O
〉
に
「
朝
臣
」
を
賜
っ
た

（
『
同
』
多
氏
系
図
）

こ
と
に
よ
る
後
の
付
会
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
信
ず
る
に
は
危
険
だ

が
、
少
な
く
と
も
同
じ
始
祖
伝
承
を
も
っ
と
い
う
点
で
、
安
寓
侶
の
「
朝
臣
」
家
と
自
然
麻
呂
の
「
臣
」
家
と
が
そ
う
遠
く
な
い
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

折
口
信
夫
は
、
昭
和
十
九
年
に
雑
誌
『
芸
能
』
に
連
載
さ
れ
た
「
神
楽
歌
輪
講
」
で
、
論
拠
は
特
に
明
示
し
て
い
な
い
も
の
の
、
楽
家
多

（日）

氏
が
多
の
地
に
住
ん
だ
「
芸
能
帰
化
民
」
で
あ
っ
た
旨
述
べ
て
い
る
。
自
然
麻
日
の
「
臣
」
家
が
安
寓
侶
の
「
朝
臣
」
家
か
ら
の
分
流
な
の

か
、
あ
る
い
は
全
く
別
系
統
の
家
筋
な
の
か
、
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
細
か
に
論
じ
る
余
裕
は
な
い
。
ま
た
、
大
歌
所
の
多
氏
と
自
然
麻
呂
の
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多
氏
の
相
互
関
係
等
に
つ
い
て
も
、
資
料
が
少
な
い
ゆ
え
不
明
な
点
も
多
く
、
な
お
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。
大
歌
所
の
多
氏
が
「
朝
臣
」

姓
（
前
引
『
類
従
符
宣
抄
』
）
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
安
高
侶
の

「
朝
臣
」
家
の
直
接
の
後
脅
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
確
証
も
な
い
。

例
え
ば
、
六
国
史
に
は
本
流
以
外
で
「
太
朝
臣
」
を
名
乗
る
者
も
見
え
て
い
る
。
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
九
月
五
日
、
自
然
麻
目
が
宿
禰
を

賜
姓
さ
れ
た
同
じ
日
に
、

信
濃
国
諏
方
郡
の
人
右
近
衛
将
監
正
六
位
上
金
刺
舎
人
貞
長
が
太
朝
臣
を
賜
っ
て
い
る
（
『
三
代
実
録
』
）
。

に
よ
れ
ば
、
貞
長
も
神
八
井
耳
命
の
後
奇
で
、

お
そ
ら
く
『
古
事
記
』
の
多
氏
同
祖
氏
族
「
科
野
国
造
」
の
一
族
か
と
思
わ
れ
る
。
近
衛
の

官
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
貞
長
も
自
然
麻
呂
と
同
じ
く
舞
楽
や
神
楽
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
大
歌
所
の
多
氏
と
の
関
わ
り
が

気
に
か
か
る
が
、
こ
の
辺
の
こ
と
も
今
の
と
こ
ろ
何
と
も
言
え
な
い
。
た
だ
貞
長
以
外
に
も
、
歴
史
に
埋
も
れ
た
と
こ
ろ
で
、
神
八
井
耳
命

を
始
祖
と
す
る
ゆ
え
を
も
っ
て
、
「
太
（
多
）
朝
臣
」
を
賜
っ
た
例
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
茨
団
連
と
い
い
自
然
麻
呂
の
家
系
と
い
い
、

芸
能
と
関
わ
り
深
い
の
は
、

や
は
り
神
八
井
耳
の
「
忌
人
」
な
る
始
祖
伝
承
に
、
そ
の
本
縁
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

阿
礼
と
安
高
侶

最
後
に
、
『
古
事
記
』
の
成
立
に
関
与
し
た
も
う
一
人
の
人
物
、
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
を
諦
習
し
た
稗
田
阿
礼
に
つ
い
て
簡
単

に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

『
古
事
記
』
の
中
で
、
系
譜
記
事
を
除
く
物
語
的
部
分
は
、
多
く
歌
謡
を
含
み
、
な
か
に
は
歌
謡
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
も
の
も
あ

る
。
今
日
そ
れ
ら
は
「
歌
謡
物
語
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
特
に
倭
建
命
の
東
征
語
や
軽
太
子
・
軽
大
郎
女
の
悲
恋
欝
な
ど
を
代
表
と
し
て
、
歌

一
謡
は
物
語
に
豊
か
な
行
情
性
を
与
え
て
お
り
、
文
学
以
前
の
古
伝
承
が
、
す
で
に
文
学
に
昇
華
し
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
高

天
原
を
舞
台
と
す
る
神
々
の
物
語
に
は
、
歌
謡
は
全
く
見
え
な
い
。

地
下
の
世
界
で
あ
る
根
の
堅
州
国
に
も
な
い
口

歌
謡
ハ
広
く
「
歌
」
〉
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条
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は
、
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
が
出
雲
に
降
り
、
大
蛇
を
退
治
し
た
の
ち
須
賀
の
地
に
官
を
作
っ
て
歌
っ
た
、

八
雲
立
つ

出
雲
八
重
垣

妻
寵
み
に

そ
の
八
重
垣
を

八
重
垣
作
る

を
初
出
と
し
て
い
る
。

」
う
し
た
「
歌
」
の
偏
在
が
偶
然
の
も
の
で
な
い
な
ら
、

古
代
の
思
考
方
法
に
お
い
て
、
「
歌
」
と
い
う
も
の
は
、

地
上
の
世
界
で
あ
る
葦
原
中
国
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

安
高
侶
が
利
用
し
た
「
歌
謡
資
料
」
に
は
、

『
琴
歌
譜
』
の
よ
う
に
、

個
々
の
歌
謡
に
つ
い
て
そ
の
「
も
と
つ
ご
と
」
と
で
も
言
う
べ
き

縁
起
が
付
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
。

安
高
侶
は
そ
う
し
た
起
源
伝
承
に
従
っ
て
歌
謡
を
各
御
代
に
組
み
込
み
、

『
古
事
記
』
を
編
纂
し
て
い
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
「
歌
話
資
料
」
の
あ
る
も
の
が
、
も
し
多
氏
の
保
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
『
古
事
記
』
の
内
容
か
ら

言
っ
て
、
安
寓
侶
の
家
は
歌
謡
を
含
む
物
語
部
分
、
す
な
わ
ち
葦
原
中
国
を
舞
台
と
す
る
様
々
な
伝
承
に
密
着
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
阿
礼
の
家
は
、
高
天
原
に
密
着
し
て
い
る
。
阿
礼
が
男
性
か
女
性
か
は
別
と
し
て
、
猿
女
君
の
一
族
で
あ
っ
た
の
は
、
定
説
と
し

あ
そ
び

で
ほ
ぼ
疑
う
余
地
が
な
く
、
そ
の
始
祖
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
天
石
屋
戸
の
前
で
「
楽
」
を
し
、
天
孫
降
臨
に
際
し
て
は
五
伴
緒
の
一
人
と
し
て

ニ
ニ
ギ
ノ
命
に
随
伴
し
て
天
降
っ
て
い
る
。
阿
礼
の
家
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
「
も
と
つ
ご
と
」
は
天
上
世
界
に
舞
台
が
あ
る
わ
け
だ
。

」
の
明
ら
か
な
相
違
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か

D

い
ま
、

誤
解
を
恐
れ
ず
き
わ
め
て
大
ま
か
に
述
べ
る
な
ら
、
『
古
事
記
』
成
立
の

背
景
に
、
天
上
世
界
の
説
話
を
阿
礼
が
、
歌
謡
を
含
む
地
上
の
説
話
を
安
寓
侶
が
、
と
い
っ
た
伝
承
の
分
担
、
原
資
料
の
分
担
も
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
原
資
料
の
広
範
囲
な
分
析
、
阿
礼
諦
習
の
範
囲
等
、
本
論
で
ふ
れ
得
な
か
っ
た
問
題
へ
の
具
体
的

な
考
究
を
必
要
と
す
る
。
詳
細
な
検
討
は
、
な
お
今
後
の
課
題
に
残
す
と
し
て
、

た
だ
最
後
に
一
つ
だ
け
言
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
従
来
の

よ
う
に
安
寓
侶
の
「
家
」
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
お
ざ
な
り
に
し
て
、

の
ま
な
ざ
し
、

『
古
事
記
』
の
成
立
を
論
じ
て
き
た
方
法
に
対
し
、

そ
の
「
家
」
へ

家
職
の
追
及
を
よ
り
深
化
さ
せ
る
時
、

『
古
事
記
』
の
新
し
い
「
よ
み
」
の
可
能
性
を
聞
く
大
き
な
手
が
か
り
に
な
り
う
る
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の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

注（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

こ
の
辺
り
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
西
宮
一
民
氏
「
古
事
記
の
仮
名
表
記
」
（
『
古
事
記
年
報
』
却
・
昭
臼
）
に
詳
細
な
調
査
が
あ
る
。

漢
数
字
は
歌
謡
番
号
ハ
古
典
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』
に
拠
る
）

例
：
：
：
此
三
歌
者
、
天
国
振
也
。

「
神
話
」
（
二
・
三
・
四
・
五
〉
の
み
「
此
謂
ユ
之
神
吉
田
－
也
」
と
あ
っ
て
異
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
字
通
り
「
神
聖
な
る
語
り
」
と
も
考
え
ら

れ
、
歌
曲
の
名
称
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
ず
、
単
な
る
例
外
と
と
る
に
は
問
題
が
残
る
。

「
日
本
文
学
啓
蒙
」
令
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
初
）
。
他
に
池
田
弥
三
郎
氏
「
文
学
伝
承
の
機
会
」
（
『
日
本
芸
能
伝
承

論
』
中
央
公
論
社
、
昭
幻
〉
等
。

六
国
史
で
は
、
安
寓
似
の
前
ま
で
は
「
多
」
で
、
奈
良
朝
後
期
の
犬
養
か
ら
「
多
」
に
戻
り
、
以
後
そ
れ
が
続
く
。
本
論
で
は
特
別
な
場
合
を
除

い
て
、
便
宜
上
「
多
氏
」
に
統
一
す
る
。

林
屋
辰
三
郎
氏
『
中
世
芸
能
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
昭
お

「
陽
明
文
庫
所
蔵
古
歌
謡
集
の
解
説
・
琴
歌
譜
」
（
『
古
代
歌
謡
の
生
態
と
構
造
』
塙
書
一
局
、
昭
臼
）
。
土
橋
氏
は
、
「
『
琴
歌
譜
』
が
四
節
会
に
奏
す

る
大
歌
の
教
習
用
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
本
の
成
立
は
、
四
節
が
さ
だ
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
大
歌
所
が
設
置
さ
れ
、
四
節
の

犬
歌
を
そ
こ
で
教
習
、
演
奏
す
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
頃
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
弘
仁
十
二
年
成
立
の
『
内
裏
式
』
に
四
節
に
大
歌
を
奏

す
る
こ
と
が
見
え
、
『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
十
一
月
六
日
の
興
世
朝
臣
書
主
の
卒
伝
に
、
弘
仁
七
年
「
能
弾
ニ
和
琴
↓
仰
為
ニ
大
歌
所
別
当
（
常

供
ニ
奉
節
会
乙
と
あ
る
こ
と
を
、
自
説
の
根
拠
に
あ
げ
て
い
る
。

「
古
事
記
の
編
纂
意
識
｜
｜
氏
族
系
譜
か
ら
の
分
析

l
i」
（
『
日
本
古
代
文
学
』
中
央
公
論
社
、
昭
幻
〉

「
「
氏
」
の
構
造
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
塙
書
房
一
、
昭
却
）

『
和
名
抄
』
の
「
十
市
郡
飯
富
郷
」
。
た
だ
し
「
飯
」
は
「
飲
」
の
誤
り
と
さ
れ
る
。

日
本
古
典
全
書
『
古
事
記
』
朝
日
新
聞
社
、
昭
釘
。
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（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）

（

日

）

（

ロ

）



（日）

（

H
）
 

井
口
樹
生
先
生
「
『
高
橋
氏
文
』

l
ー
ー
家
職
の
誇
り
」
（
『
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
』
六
九
四
、
至
文
堂
、
平
1
・
3
）

荻
美
津
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
雅
楽
寮
は
大
宝
令
の
前
の
飛
鳥
浄
御
原
令
に
お
い
て
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
（
『
日
本
古
代
音
楽
史
論
』
吉
川

弘
文
館
、
昭
臼
）
。

「
『
古
事
記
』
に
お
け
る
歌
謡
の
伝
来
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
犯
の

7
、
昭
出
・

7
）

「
科
目
阿
礼
」
（
『
古
事
記
研
究
』
未
来
社
、
昭
川
崎
）

『
古
事
記
注
釈
』
第
三
巻
、
平
凡
社
、
昭
臼

『
折
口
信
夫
全
集
ノ
l
ト
編
』
第
六
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
U

（日〉
（日）

（げ）
（日）
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